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計画の策定にあたり、市民の目から見た桜川市の環境が抱える問題点・課題を見出し、

環境基本計画に市民等の要望をできるだけ反映することで、市民がより身近に感じ、実行

できる計画にするために、アンケートを用いた環境意識調査を実施しました。 

  この章では、アンケート調査の結果を計画に反映する上で重要になる結果について抜粋

しました。なお、アンケート調査のすべての結果は桜川市のホームページをご覧下さい。  

 

第１節 市民の目 

 ◎対象者：市内に居住する２０歳以上の男女１,５００人 

 ◎回収率：３６.８％ 

 

１ 環境・環境問題への関心 

〈深刻だと思う環境問題〉 

｢地球温暖化｣や｢オゾン層の破壊｣など、地球規模 

の問題から、｢不法投棄｣、｢ごみの処理やリサイク 

ル｣など身近な環境問題に注目しています。  

     

 

 

 

 

〈地球温暖化の影響による不安〉 

地球温暖化による影響については、｢異常気象

による干ばつや大洪水などの災害発生｣、｢気

候の変化による農業、漁業への影響｣などを危

惧しています。 

 

   

〈地球温暖化に関する用語の認知度〉 

｢エコドライブ｣や｢クールビズ、ウォーム 

ビズ｣などメディアによる宣伝が多いもの 

は認知度が高く、「グリーン購入」や「低 

炭素社会」についてはあまり知られてい 

ませんでした。 

 

第２章 市民の目 －市民・事業者の環境意識－ 

とても関心が

ある

40%
やや関心が

ある

51%

関心は

ない

2%

無回答

7%

〈環境問題への関心度〉 

すごく進んで

いると思う

49%
ある程度進ん

でいると思う

42%

進んでいると

思わない

3%

分からない

4%
無回答

2%

〈地球温暖化の進行具合〉 市民の 
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〈環境問題並びに環境を取り巻く社会情勢に対する考え方〉 

・将来の環境が心配であり、次世代のために私たちが環境保全に努めるべきという意

識は高いですが、環境保全のための費用負担や不便な生活には賛成意見は少ないで

す。 

 

２ 市の環境の現状評価と課題、展望 

 

 

多くの回答が寄せられ、山や田園風景、緑といった桜川市の豊かな自然や 

その自然と相まってより趣深くなる歴史的建造物が市の誇りであり、残し 

ていきたい環境であることが伝わってきました。 

 

～ベスト３～ 

第１位 富谷山 

     ・富谷山からの眺めが美しい        ・きれいに整備されている 

     ・冨谷観音の八重桜や花々が美しい   ・自然のままで残したい 

     ・富谷山から見える富士山が美しい 

     

第２位 雨引観音 

     ・山との調和がすばらしい    ・雨引の四季、特に紫陽花がきれい 

     ・周辺の景色が素晴らしい    ・雨引観音からの眺めが美しい 

     ・ごみがなければもっと美しい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３位 筑波山 

     ・新緑・山桜・紅葉の季節は、その美しさに感動する 

     ・筑波山を眺める暮らしが素晴らしい  ・開発より自然を残すべき 

 ・筑波山に連なる山並みが美しい     ・里山の風景をそのまま残したい 

〈市の環境の誇れるところ・保全したいところ〉 

市民の 
  

（’09りんりんロードフォトコンテストより） 紫陽花と雨引観音 
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〈市全体の環境の現状評価〉 

・現在の状況に満足度が高い環境要素 

「星空の美しさ（57.0％）」、「自然景観、田園風景の美しさ（53.1％）」 

「空気のきれいさ（52.7％）」 

・現在の状況に不満度が高い環境要素 

「水や水辺とのふれあいの場（40.4％）」 

・現在と過去（10～20年前・20～30年前・30～40年前・40～50年前）では、過去と

比較して、現在の満足度が上回っている環境要素 

「災害、水害からの安全性（43.1％）」、「環境保全に対する市民意識の高さ（19.7％）」 

   ・現在の環境に対する満足度は、過去に比べ全体的に低い評価でした。 

 

  〈地域の身近な環境の現状評価〉 

・満足度が高い環境要素 

「自然の眺めが美しい（62.5％）」、「親しめるみどりが多くある（55.9％）」 

・不満度が高い環境要素 

「子どもや高齢者、障害者が安心して道路を歩ける（49.5％）」 

「ゴミの不法投棄がない（46.9％）」 

「家庭からの生活排水による河川や水路、ため池の水の汚れがない（39.8％）」 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

３ 環境保全への参加意識 

〈環境問題への取り組みの実施状況〉 

・特に積極的に行われている取り組み 

「可燃ゴミと資源物（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ、牛乳ﾊﾟｯｸ）を分別して出している（69.9％）」 

「調理くずや残り油を排水口から流さないようにしている（67.8％）」 

「公園や観光地などではゴミを持ち帰るようにしている（64.5％）」 

55.6

47.8

41.7

39.3

33.9

24.5

18.5

16.7

8.3

1.3

0 20 40 60

豊かな緑や水辺に囲まれたまち

ゴミの散乱や不法投棄がないきれいなまち

豊かな自然景観のあるまち

リサイクルが進み、ゴミの少ないまち

市民、事業者、行政が協力して環境保全を進めるまち

歴史的・文化的建造物を保存し引き継ぐまち

太陽光・風力発電など自然エネルギーのあるまち

多くの人が観光に訪れるまち

多くの野生生物が身近にすむまち

その他

（％）

〈市の環境の将来像〉 

（３つまで回答） 

市民の 
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   ・情報の提供や環境に対する意識の向上などにより今後期待できる取り組み 

「車の購入にあたっては、ハイブリットカーなど環境にやさしい車の選択」 

「環境保全に関する講演会や学習会への参加」 

「植樹、育樹など、環境保全のためのボランティア活動への参加」 

   

〈環境を改善するために必要な情報〉 

・情報提供により意欲的な取組又は意識の向上が期待できる情報 

「ゴミの分別・収集・リサイクルなどの情報」 

「家庭でできる省資源・省エネ対策の情報」 

「環境にやさしい生活や暮らしの知恵情報」 

・情報の内容次第で前向きな取組又は意識の向上が期待できる情報 

   「講習会や自然観察会の開催などの情報」 

   「地球規模の環境問題の現状と対策・取組の情報」 

    「市域の自然環境・地域資源に係る情報」 

    

〈環境保全のための市民の役割〉 

・「市民一人ひとりもできることから暮らしを変える取組を進めるべき」と考えてい

る一方で、行政や事業所に先駆的な行動を望んでいる市民も多いです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.0 

37.0 

36.4

33.3

33.2

23.4

15.2

13.0 

10.1

9.2

6.7

5.8

1.3

0 20 40 60

ゴミの散乱・不法投棄対策

下水道の整備や合併処理浄化槽の普及

ゴミの減量化・リサイクルの推進

里山、水辺等の豊かな自然環境の再生や保全

大気汚染や水質汚濁などの公害防止の対策

省エネルギー対策や新エネルギー導入に対する支援システムの構築

公園の整備や歴史文化的遺産の保全

環境教育・環境学習の充実

環境に配慮した企業経営の奨励

環境情報の提供

自動車による環境負荷の軽減

貴重な動植物の生息地の保全

その他

（％）

〈行政への要望〉 

（３つまで回答） 

市民の 
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第２節 子供たちの目 

◎対象者：市内の中学校に通う２年生４５２人 

 ◎回収率：９７.１％ 

 

１ 環境・環境問題への関心 

〈気になる環境問題〉 

「地球温暖化」、「身近な水質汚濁」、「大気汚染」、 

「ポイ捨てなどごみの散乱」に注目しています。 

  

〈環境問題に関する情報の入手先〉 

 生活に密着しているテレビの次に多い情報の入手 

先は学校で、今後の環境教育の場として有効であ 

ることが伺えました。 

 

 

〈環境問題並びに環境を取り巻く社会情勢に対する考え方〉 

  ・将来の自然環境が心配であり、次世代のために自分たちが環境を守っていくべき 

という意識が高く、併せて経済の発展や生活環境の向上を望んでいます。 

      ・環境保全活動への参加意欲は少なく、子供たちのための環境保全活動の内容や参

加スタイルの検討が必要です。 

 

２ 市の環境の現状評価と課題、展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈環境問題への関心度〉 

とても関心

が ある

10%

やや関心が

ある

80%

関心は

ない

9%

無回答

1%

〈地域の環境の現状評価〉   

80.4 

77.0 

75.9 

67.0 

59.9 

44.0 

39.9 

35.3 

15.9 

7.3 

10.0 

7.7 

9.8 

13.9 

14.4 

30.3 

30.8 

44.9 

65.6 

80.6 

9.6 

15.0 

14.1 

18.9 

25.3 

25.7 

28.9 

19.8 

18.0 

12.1 

0.3 

0.2 

0.2 

0.4 

0.4 

0.5 

0 20 40 60 80 100 

木々の緑が多い

神社やお寺、昔のまちなみなどが残っている

夜空の星がきれい

いろいろな生きものや草花がたくさんある

自然の景観、田園風景が美しい

外の空気がきれい・いやなにおいがしない

楽しく遊べる自然の場所がある

工場や自動車からの騒音がなく静か

川や池の水がきれい

川や道路、山などにごみが捨てられていない

そう思う そう思わない よく分からない 無回答

（％）

子供たちの 
  

子供たちの 
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～ベスト３～ 

第１位 磯部桜川公園        第２位  富谷山 

 ・春の桜など景色がとてもきれい   ・山頂からの景色がきれい 

 ・緑が豊かで落ち着く        ・緑など多くの自然が残っている 

 ・皆が楽しく遊べる         ・空気がきれい 

 

第３位 つくばりんりんロード 

                                    ・景色が良く、静かなのでサイクリング 

をゆっくり楽しめる 

・りんりんロードを利用することで遠く 

にも行け、地域の人とふれ合える 

・空気がきれい   

 

川や古い町並み、田園風景など、桜川市の 

特徴的な風景も人気があり、その理由につ 

いては、自然の美しさや、その美しさに心 

が癒される様子が綴られており、子供たち 

にとってふるさとの原風景として心に刻ま 

れていくものになると思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

〈市の環境の好きなところ〉 

〈市の環境の将来像〉 

（’09桜川市のサクラ写真コンテストより） 

磯部桜川公園 

に残していくまち 

52.8 

44.0 

41.2 

36.4 

33.5 

26.4 

21.6 

21.4 

16.6 

3.2 

0 20 40 60

森や林の緑があふれるまち

魚釣りや水遊びができるきれいな水辺のあるまち

道路や川にゴミが落ちていないきれいなまち

昔からの行事や祭りを引きついでいくまち

山や川、田んぼなどの自然な景色が美しいまち

多くの人が観光におとづれるまち

神社や寺、遺跡などの歴史的・文化的な建物を大切

大人も子供もみんなで環境をよくするまち

野鳥や昆虫などが身近にいるまち

その他

（％）

子供たちの 
  

子供たちの 
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３ 環境保全への参加意識 

〈環境に関する活動・学習会への参加状況及び参加意欲〉   

   ・参加率が高いもの 

「地域などでのリサイクル活動」、「キャンプなどをとおした自然体験教室」 

・様々な分野に興味を持つ年代であり、環境学習会等への参加には消極的であり、最

も注目している環境問題としてあげられた「地球温暖化」に関しても、半数近くが

学習会への参加意欲を示していませんでした。 

      ・参加者が期待されるものは、「星座や星の観察会」 

であり、地域の環境の現状評価において「夜空の 

星がきれい」の満足度が高かったことから、星座 

や星の観察をとおして幅広い環境教育が見込まれ 

ます。 

 

〈環境問題への取組（行動）の実施状況〉 

・節電や節水など、節約行動が身についています。 

・ごみの分別やマイバッグの持参については、家庭や学校をはじめあらゆる主体に

より促進されていることが伺えます。 

・大量生産により安価で手に入る理由からか、物を大切にする習慣が少ないようで

す。 

 

第３節 事業者の目 

◎対象者：市内の事業所５００事業所 

◎回収率：３３.４％ 

   

・従業員数 10人以下の事業所が 74％ であり、 

ISO14001等環境 ISO の取得や環境関連の担 

当者や担当部署の設置は難しい状況である 

ことが伺えました。 

  

 

１ 環境問題への関心 

〈環境保全に対する考え方〉 

・90％近くの事業者が、次世代のために環境保全に努めるべきであるという意識を

持っており、積極性は低いものの、「環境保全のために労力の人的・金銭的負担は

惜しまない」と回答しています。 

・環境税等の新税については、半数以上の事業所が反対意見でした。 

建設業

19%

製造業

10%

運輸・

通信業

4%

電気・

ガス・

熱供給・

水道業

2%

石材業

18%

卸売業

4%

小売業

11%

サービス

業

19%

その他

13%

〈回収された事業所の業種内訳〉 
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〈事業所に係わる環境に関する法律、制度の認知度〉 

    ・廃棄物やリサイクルに関する法律は認知度が高いですが、エコ・ショップ制度や

エコアクション 21（中小企業向けの環境マネジメントシステム）などの環境に配

慮した取り組みに関わる制度などについては認知度が低いです。 

 

２ 環境の現状評価と課題 

〈自社の事業活動による環境負荷の種類〉 

・事業活動による環境負荷の度合が比較的高いと回答した建設業、石材業は全体の 

37％を占めており、「自動車や機械などの運転による排ガス」や「騒音・振動」、「産

業廃棄物」などが環境負荷の要因にあげられました。 

 

〈環境保全の取り組みをするうえでの支障〉               

・予算的に困難であるという理由が最も多かったです。 

・「支障はない」、「情報がない」などの意見もあり、取り組みやすい情報の提供又は

技術支援などにより取り組みが期待できると思われます。 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

〈環境保全に取り組むために必要な情報〉 

  ・環境保全に向けた対策や情報について、事業上の必要性や情報量の違いはあるも

のの、全体的に情報提供を強く進めていく状況であることが分かりました。 

・「必要」、「あればうれしい」との回答を併せて特に必要とされる情報。 

「地球温暖化防止（ＣＯ２削減など）に向けた具体的対策」 

「廃棄物の適正処理」 

「廃棄物の発生制御・減量対策やリサイクル情報」 

     「環境教育・環境学習会の情報」 

「環境マネジメントシステムの情報」 

49.7 

46.1 

40.7 

33.5 

31.7 

27.5 

3.0 

0 20 40 60

税制上の優遇措置

環境保全施策の具体的な事業の実施

補助金の交付

技術や製品に関する情報の提供

技術的な指導や講習会の実施、斡施

条例による規制

その他

（％）

〈環境保全に向けた行政への要望〉 

（３つまで回答） 

事業者の 
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 ３ 環境保全への参加意識 

 

 

 

                                

・環境問題へ取り組んでいるまたは取り組む 

動機は、「事業所として社会的責任を果た 

すため」との回答が最も多く、環境保全に 

対する意識が高いことが分かりました。 

 

 

 

 

〈環境問題への取り組みの実施状況〉 

・実施率が高い取り組み 

    「照明や冷暖房、ＯＡ機器などの節電（73.1％）」 

「廃棄物等の適正分別及び適正処理（68.9％）」 

「事務所で使用する水道水や地下水の節約（節水）（59.9％）」 

   「産業廃棄物の減量化（発生抑制、リサイクル）（56.3％）」 

   「製品または包装の回収リサイクル（家電、空き缶、空きビン、トレイなど）（52.7％）」 

 ・今後実施が期待できる取り組み（今後はしてみたいとの回答が多かった項目） 

「省エネ機器の導入（53.3％）」 

「エコマーク商品など、環境に配慮した物品の購入（50.3％）」 

   「従業員等に対する環境教育（47.3％）」 

「地域環境保全活動への支援・参加（清掃・ 

緑化・リサイクル等）（44.9％）」 

「環境負荷の小さい製品の開発、販売または 

使用（46.7％）」 

 

 

〈環境施策の実現のための行政への協力の度合〉 

・「出来ることは協力しても良い」という回答が最も多く、無理のない範囲で行政へ

の協力が期待できると思われます。 

 

 

 

取り組んで

いる

42%

これから

取り組む

予定

14%

取り組んで

いない

31%

分から

ない

11%

無回答

2%

〈環境問題への取り組みの有無とその動機〉 事業者の 
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～エコドライブについて～ 

   市民の環境意識調査の中で、地球温暖化に関する用語の認知度が最も高かったものがエコドライブでしたが、エ 

 コドライブを実践している方が少ないことや自家用車の利用が多い状況であることが分かりました。 

   エコドライブとは、環境にやさしい運転方法のことで、エコドライブを実践することで、自動車の排出ガスの削

減や地球温暖化の原因とされている二酸化炭素の排出も抑制することができます。 

   ふんわりアクセル『ｅスタート』      

 

普通の発進より少し緩やかに発進する(最初の５秒で時速    

２０kmが目安です)だけで１１％程度燃費が改善します。やさ

しいアクセル操作は安全運転にもつながります。            

時間に余裕を持って､ゆったりした気分で運転しましょう。                     

                            

     加減速の少ない運転                     

 

車間距離に余裕をもつことが大切です｡車間距離を詰めたり､   

速度にムラのある走り方をすると､加減速の機会も多くなり､

その分市街地で２％程度､郊外で６％程度燃費が悪化します。

また､同じ速度であれば､高めのギアで走行する方が燃費がよ

くなります。交通の状況に応じ､できるだけ速度変化の少ない

安全な運転をしましょう。 

 

   早めのアクセルオフ 

 

エンジンブレーキを使うと､燃料の供給が停止される（燃料カ

ット）ので､２％程度燃費が改善されます｡停止位置が分かっ

たら､早めにアクセルから足を離して､エンジンブレーキで減

速しましょう。また,減速したり､坂道を下る時にはエンジン

ブレーキを活用しましょう。 

 

エアコンの使用を控えめに 

 

気象条件に応じて､こまめに温度・風量の調整を行いましょう｡

特に夏場に設定温度を下げすぎないことがポイントです｡外

気温２５℃の時に､エアコンを使用すると､１２％程度燃費が

悪化します｡ 

 

アイドリングストップ 

 

１０分間のアイドリング（ニュートラルレンジ､エアコンOFF 

の場合)で､１３０cc 程度の燃料を浪費します｡待ち合わせ荷

物の積み下ろしのための駐停車の際にはアイドリングを止め

ましょう｡ 

     暖気運転は適切に 

 

現在販売されているガソリン乗用車においては暖気不要です。 

寒冷地など特別な状況を除き､走りながら暖めるウォームア

ップ走行で充分です｡暖気することにより走行時の燃費は改

善しますが､５分間暖気するにより走行時の燃費は改善しま

すが､５分間暖気すると１６０cc 程度の燃料を浪費しますの

で､全体の燃料消費量は増加します。 

 

道路交通情報の活用 

 

１時間のドライブで､道に迷って１０分余計に走行すると 

１４％程度の燃費悪化に相当します｡地図やカーナビ等を利

用して､行き先及び走行ルートをあらかじめ計画・準備しまし

ょう。また､道路交通情報をチェックして渋滞を避ければ燃料

と時間の節約になります。カーナビやカーラジオ等で道路交

通情報をチェックして活用しましょう。 

 

タイヤの空気圧をこまめにチェック 

 

タイヤの空気圧が適正値より５０kPa(０.５kg/cm2

不要な荷物は積まずに走行 

 

１００kg の不要な荷物を載せて走ると､３％程度燃費が悪化

します｡車の燃費は荷物の重さに敏感です｡運ぶ必要のない荷

物は､車から下ろしましょう｡ 

 

)不足した

場合､市街地で２％程度､郊外で４％程度､それぞれ燃費が悪

化します｡また､安全運転のためにも定期的な点検は必要です。 

 

駐車場所に注意 

 

交通の妨げになる場所での駐車は交通渋滞をもたらし余分な

排出ガスを出させる原因となります｡平均車速が時速４０km

から時速２０km に落ちると､３１％程度の燃費悪化に相当す

ると言われています｡

                出典：いばらきエコドライブ推進協議会「エコドライブ１０のすすめ」より 

１１  やさしい発進を心がけましょう ６６  エンジンをかけたらすぐ出発しましょう 

２２  車間距離は余裕を持って、交通状況に応じた 

７７  出かける前に計画・準備をして、渋滞や道路 

安全な定速走行に努めましょう 

 

タイヤの空気圧を適正に保つなど、確実な点検・ 

障害等の情報をチェックしましょう 

 

３３  エンジンブレーキを積極的に使いましょう 

４４  車内を冷やし過ぎないようにしましょう 

５５  無用なアイドリングをやめましょう 

８８  
整備を実施しましょう 

９９  不要な荷物は積まないようにしましょう 

1100  渋滞などをまねくことから,違法駐車は 
やめましょう 
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第１節 本市の望ましい環境将来像 

「桜川市環境基本条例」の基本理念の実現に向けた市の環境の最も基本的な目標を本

市の望ましい環境将来像として次のように定めます。 

 

 

 

 本市の豊かな自然は、人々の暮らしに様々な恩恵をもたらし、多くの歴史的遺産は、

その時代の文化だけでなくそこに生きた人々の強さや温もりさえも感じさせてくれま

す。この豊かな自然と誇り高い歴史が、本市の環境の魅力であり続けるように、そし

ていつまでも私たちの心をうるおしていくものであるように、多方面からよりよい環

境を目指し創造していきます。 
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第２節 基本目標 

  

 

 

      万葉の時代から先人たちが残してくれた貴重な文化遺産は桜川市を象徴 

    する誇りです。私たちは、これらの遺産を守りながら、人と自然と景観との 

調和を図り、更なる創造に向けて前進します。 

 

 

 

 

つくば山麓の緑とふもとに広がる自然豊かな田園地帯に悠々と流れる桜 

  川、私たちは、豊かな自然とその自然がはぐくむ多様な生態系を、これか 

  らも保全し共生し続けます。 

 

 

 

 

行政と企業と市民が一体になって取組む排水対策、河川環境の保全やご 

    み問題など、私たちは現在の生活環境の維持・向上のため、積極的な公害対 

策とその普及啓発に向けて活動をし続けます。 

 

 

 

 

地球全体の問題となっている温暖化防止活動の推進と、その施策として 

    有効なリサイクル活動、省エネルギーの推進、新エネルギーの活用など、 

    私たちは未来のために今、できることを積極的に推進していきます。 

 

 

 

 

誰もが親しめる水辺、森林浴を楽しめる空間、子供たちの笑い声が絶えな 

    い公園、環境の大切さを伝えていける教育現場、私たちは、環境保全活動 

が継続される社会の構築に向けて努力し続けます。 

 

Ⅰ．社会環境    

～歴史と文化が調和するまちであり続けるために～ 

Ⅱ．自然環境      

～自然がはぐくむ命を大切にしていくために～ 

Ⅲ．生活環境    

～快適な生活環境を維持し続けるまちであるために～ 

 

Ⅳ．地球環境と循環型社会 

～ひとりひとりがエコレンジャーになれるまちを目指して～ 

 

 

Ⅴ．パートナーシップ 

～エコ活動の輪を広げ未来に繋げていける市民であるために～ 
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第３節 課題 

「第１章 桜川市のいま」をみつめ、「第２章 市民の目」の意識調査を整理、集約さ

れた本市の環境の課題を以下にとりあげました。 

 

 

   本市は、山や田畑が織りなす美しい自然景観に加え歴史的建造物やまちなみが魅力の

まちです。また、地場産業である石材業や農業は、本市を活気づけるとともにその魅力

を高めてきました。 

     しかしながら、市民の多くは、冨谷観音や真壁のまちなみに代表とされる市内各所の

歴史的環境に恵まれていると感じている一方で、文化財や伝統行事に触れる場や機会が

少ないと感じています。 

地域資源を活用した良好な景観を維持・向上させるため、歴史的環境を保全するとと

もに、郷土の歴史や文化に市民の心を惹きつける場や機会をつくることが課題です。 

 

   

 

 本市は、筑波山をはじめとした山々に囲まれており、多くの森林が、四季折々の美し

い表情をつくりだしています。また、平野部に流れる桜川、その周辺に広がる田畑、耕

作を支える湖沼も多数存在しています。そしてここに生息する生物が、この自然と相互

に関連しながら豊かな生態系を形成し、本市の多様な野生動植物の生息・生育に繋がっ

ています。 

しかしながら、ここ数十年の間に、ホタルや川魚などの生息環境が失われた地域もあ

り、市民の多くは、動植物等の自然の豊かさが以前と比べ少なくなっていると感じてい

ます。また、山林や田畑の荒廃についても対策が必要です。自然が育んできた生態系の

保護と種の保存を考慮し、自然とどのように関わり合っていくのかが課題です。 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．社会環境 

Ⅱ．自然環境 
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空気の汚れや河川・湖沼・水路の水の汚れについては、工場・事業所などから発生す 

る、いわゆる産業型公害によるものと、自動車排ガスや生活排水などによる生活型公害 

があります。県や市で監視している市内の一般大気・河川水質は、ともに良好ですが、 

地域によっては、特に生活型公害の影響がみられます。 

ごみ問題に関しては、本市の一人当たりの排出量は県のそれより少なく、今後も維持 

   し、環境負荷の低減に努めていきたい要素です。一方で、ごみの散乱や不法投棄が問題

視されており、市民の不満が高まっています。 

市民の健やかな生活環境を守るため、より一層の公害対策を進めていくための方策を 

  立てて確実に実行していくことが課題です。 

 

現在、地球上で最も大きな環境問題である地球温暖化は、国や県、そして市において

もその対策を進めています。もちろん市民の関心も高く、その影響に不安を抱いていま

す。同時に、この地球温暖化問題を期に、資源やエネルギーについて考え、環境問題や

環境保全へ目を向ける人々が増え、個人や市民団体、事業所において、できることから

環境問題へ取り組んでいることも分かりました。 

地球環境を守り、かつ持続的に発展することができる社会の実現に向けて、３Ｒ、省

資源の推進、高効率なエネルギー利用をベースとした資源循環型の社会システムに変え

ていくため、人々の意識の向上と、基盤作りをサポートしていくことが課題です。  

 

  

  社会環境、自然環境、生活環境、そして地球環境を守るためには、一人一人の積極的

な行動が重要です。その行動の基本となるものが、環境教育や環境学習です。本市の小

中学校では、それぞれ独自の環境活動を通した実践的な環境教育が実施されています。

子供たちも環境問題に関心が高く、将来の環境について真剣に考え、家庭や学校におい

て自分たちのできることに取り組んでいます。       

  市民や事業所においては、環境学習会への参加を希望している人が多い状況にあるこ

とから、環境教育・環境学習の機会や場、情報を提供することが必要です。 

  また、本市では、桜の生育場所の維持管理や上野沼の野生動植物の生息・生育環境保

全、りんりんロードの清掃・除草などを行っている各種団体をはじめ、地域における環

境保全活動・環境美化活動が多数行われています。これらの活動をより多くの市民が積

極的に興し、また参加できるような体制作り、情報提供を推進していくことが課題です。 

Ⅲ．生活環境 

Ⅳ．地球環境と循環型社会 

Ⅴ．パートナーシップ 
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第１節 施策体系 

  本市の｢望ましい環境像｣の実現に向けて、次のような施策体系で取り組んでいきます。 

 

環境将来像       基本目標               環境施策            実施主体       

 

                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

第４章 実現に向けて －市・事業者・市民の取組とその管理－  

 

市民 

 

市 

生活環境 

～快適な生活環境を維持 

し続けるまちであるために～ 

 

社会環境 

～歴史と文化が調和する 

 まちであり続けるために～ 

地球環境と循環型社会 

～ひとりひとりがエコレンジャー 

になれるまちを目指して～ 

心

う

る

お

す

豊

か

な

自

然

と

歴

史

を

守

る

ま

ち 

パートナーシップ 

～エコ活動の輪を広げ未来に 

  繋げていける市民であるために～ 

自然環境 

～自然がはぐくむ命を 

大切にしていくために～ 

歴史的環境の保全 

良好な景観の創造と保全 

豊かな生態系と種の多様性の確保 

多様な自然環境の保全と利活用 

人と自然との共生 

大気環境の保全 

水質の保全 

土壌汚染の防止 

生活型公害の防止 

ごみの発生抑制と適正処理 

化学物質による環境汚染の防止 

 

 

地球温暖化防止対策の推進 

リサイクルの推進 

省資源、省エネルギーの推進 

新エネルギーの利用推進 

 

 

環境教育及び環境学習の推進 

環境保全活動の推進 

環境美化活動の推進 

 

事業者 

環
境
保
全
推
進
会
議 

市 

事
業
者 

市
民 

数値目標 

数値目標 

数値目標 

数値目標 
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第２節 環境施策と市・事業者・市民の取り組み  

 ここでは、５つの環境分野に対する「基本目標」の達成に向けた環境施策と市・事業者・

市民の取り組みについて示します。 

 

１ 社会環境  ～歴史と文化が調和するまちであり続けるために～ 

 

1-1 歴史的環境の保全 

 ◆施策の方向性◆ 

  郷土の歴史や文化など歴史的環境を保護・保全し、後世に継承します。 

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆ 

① 文化遺産の保護・保全 主管課 

本市には史跡や遺跡が多く存在しているため、今後もこれらの調査、研究を

行い、その保存に努めます。 
文化生涯 

学習課 
美術工芸品、神社・仏閣等の建造物、芸能・工芸技術といった有形・無形の

文化財の調査を行い、その保護・保存を図ります。 

史跡、名勝、天然記念物、建造物などの指定文化財の保護・保存に努めます。 

② 歴史・文化の伝承 主管課 

文化財について普及、啓発を図るため、文化財に関する資料刊行を行います。 

文化生涯 

学習課 

郷土史の偏纂や刊行物などにより、郷土史学習の普及を図ります。 

絵画、工芸、民俗・歴史・考古資料などの文化財を保管・展示し、本市の歴

史を学習できる機会の創出に努めます。 

学校での課外学習において、郷土の文化や歴史を学ぶ教育を行います。 

③ 歴史的景観の保全・形成 主管課 

歴史的景観にあったまちづくりの推進と歴史的建造物の保全に努め

ます。 

文化生涯学習課 

都市整備課 

 

 

 

市の 

主な取組 

 

 

 

・国史跡真壁城跡を発掘し、戦国時代のお城を復元しています。 

・歴史資料を公開するため、資料集や図録を刊行しています。（真壁町史 

料・岩瀬の石仏石塔など） 

・真壁の町並み景観を保護し、研究、観光等の資源としています。 

・「桜川市歴史的風致維持向上計画」を策定し、様々な事業により、歴史                                                               

的風致の維持向上を推進しています。 

・伝統的な建造物群の維持継承を目的とした「伝統的建造物群保存地区」

の都市計画決定をしました。 

・「重要伝統的建造物群保存地区」の選定に向けた取組を推進しています。 

・歴史的景観を保全・創出するため、真壁地区の市街地を景観計画景観重 

点地域に指定する予定で関係者との協議を進めています。 
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◆事業者の取り組み◆ 

・伝統芸能等の振興、後継者の育成を支援し、それらを活用したイベントに積極的に参

加します。 

・開発にあたっては、歴史的遺産や周辺の歴史的雰囲気の保全・創出に配慮します。 

 

◆市民の取り組み◆ 

・歴史的文化遺産に落書きをしたり、傷つけたりしないようにします。 

・伝統行事等に積極的に参加し、保存伝承に協力します。 

・郷土の歴史に関心を持ち、歴史的文化遺産の保存の必要性を理解します。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・文化財防火デーに参加しています。 

・歴史ウォーキングなどを企画・開催しています。 

・古文書研究会で地元の古文書を解読し、紹介しています。 

・真壁の伝統的な建物や街並みを見学者に案内する「真壁街並み案内

ボランティア」に協力しています。 

・白井座（人形浄瑠璃）、祇園祭、どんど焼きなど伝統芸能及び伝統

行事を行っています。 
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1-2 良好な景観の創造と保全 

 ◆施策の方向性◆ 

      景観の維持に努め、計画的なまちづくりの創造に尽くしていきます。 

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆ 

① 良好な景観の創出 主管課 

地域特性を活かした良好な景観を形成していくための、保全・整備計画

を推進します。 
都市整備課 

地域の景観に合った道路の舗装、街路灯、植栽などの整備を推進します。 
都市整備課 

建設課 

市の 

主な取組 

・桜川市景観まちづくり条例を制定しました（H21.3）。 

・景観まちづくりの推進に係る基本方針となる景観まちづくりマスタープ

ランを策定します。 

・景観まちづくりを実施していくための景観計画、事業プログラムを策定

します。 

 

◆事業者の取り組み◆ 

・事業計画の策定や事業の実施の際には、建築物の構造や色彩などが周辺の景観と調和

するように十分配慮します。 

・事業所敷地内の緑化・美化に努め、周辺景観と調和した環境の整備に努めます。 

・良好な景観地域での看板、広告塔の設置に配慮します。 

 

◆市民の取り組み◆ 

・花いっぱい運動や生け垣の植栽など緑豊かなまちづくりに努めます。 

・良好な景観形成のための市の施策などに協力します。 

・新しい住宅を建築する際には、周辺の自然景観や歴史的景観と調和がとれるよう配慮

します。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・茨城県建築士会桜川支部が、真壁地区の市街地内で、既存ブロック

塀の板塀化を進めています。 

・市民団体、市民、事業者及び行政の協働により、桜川市景観まちづ

くり協議会を設立し、景観まちづくりの推進のため、講演会の開催

や先進地視察、景観まちづくりに関連する計画案の作成等、活動中

です。 

 

 



 

 

58 

２ 自然環境   ～自然がはぐくむ命を大切にしていくために～ 

 

2-1 豊かな生態系と種の多様性の確保 

 ◆施策の方向性◆ 

  野生動植物を適切に保護し、野生動植物の生息・生育環境の確保に努めます。 

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆     

①野生動植物の生息・生息環境の保全 主管課 

土地の利用にあたっては、野生生物の生息・生育環境を確保するよう指

導します。 

農林課 

天然記念物、絶滅のおそれのある野生生物については、生態調査など、

情報収集を行うと共に、関係法令等の各種制度の適切な活用を図り、保

護を促進します。 

特定外来生物等は、既存の生態系を壊すおそれがあることから、情報収

集に努め、排除等の適切な対応に努めます。 

②生息環境への配慮 主管課 

事業を実施する際には、生態系への影響に配慮します。 各事業担当課 

市街地や農村地域などで失われた生物の生息環境を回復するために造

られるビオトープを推進します。 
農林課 

市の主な取組 ・林道整備における天然記念物等の保護に努めた施工を行っています。 

 

◆事業者の取り組み◆ 

・開発にあたっては、野生生物の生息・育成環境に配慮します。 

・開発にあたっては、土地の改変に伴う野生生物への影響を回避するよう配慮します。 

・農地や森林の持つ保水機能や水源かん養・浄化機能の保持に努め、野生生物の生息・

生育の保全に努めます。 

 

◆市民の取り組み◆ 

・自然や生き物を守る環境保全活動などへ積極的に参加します。 

・環境学習に積極的に参加し、自然の大切さの理解に努めます。 

・野生生物の生息・生育に重要な場所の保護・保全に協力します。 

・開発にあたっては、生態系に配慮するよう指導します。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・市民団体（上野沼を守る会）が、上野沼周辺の生物生息環境保全の

維持管理活動を行っています（除草作業、清掃作業など）。 
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2-2 多様な自然環境の保全と利活用 

◆施策の方向性◆ 

  多様な自然環境の保全につとめ、緑や水辺に親しめる空間を整備します。 

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆     

①森林の保全と活用の推進 主管課 

森林を育てるため、間伐、下刈り等の保全・管理対策を推進します。 

農林課 
森林ボランティア活動を活用した市民参加型の森林づくりを推進します。 

水源かん養、土砂流失防止などの機能がある保安林については、適正管理

を促進します。 

自然環境保全地域に指定されている上野沼、鴨鳥五所については、すぐれ

た自然が残されていることから、関係法令等の活用により保全を図ります。 
環境対策課 

水郷筑波国定公園、笠間県立自然公園、吾国・愛宕県立自然公園の適切な

保護管理に協力するとともに、公園施設の利用を促進します。 
商工観光課 

②農地の保全と活用の推進 主管課 

農地の遊休化の解消に努めるとともに、環境に配慮した農業基盤の整備を

推進します。 
農林課 

農村との交流を通じて自然との触れあいを促進するため市民の農業体験を

進めます。 
農林課 

③水辺地の保全・回復の推進 主管課 

河川の護岸工事の際には、生物生息空間や水質浄化に配慮した整備を促進

します。 都市整備課 

河川や湖沼などの水辺は、貴重な親水空間として整備を促進します。 

市の主な取組 

・自然保護、自然公園指導員による地域内の巡視・違法行為発見時の通

報等を行っています。 

・間伐や里山整備に係わる事業を継続的に行い、保全に努めています。 

 

◆事業者の取り組み◆   

・事業所敷地内の緑化や親水整備に努め、周辺地域との調和を図ります。 

・工場・事業所排水による河川等の水質の汚濁防止に努め、水辺地の保全に配慮します。 

・開発にあたっては、森林、農地、水辺地などに配慮して、多様な自然環境の保全に努

めます。 

・不法投棄を行わず、発生する廃棄物については適正に処理します。 
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◆市民の取り組み◆ 

・庭やベランダ、生け垣など、身近な場所の緑化に努めます。 

・近くの公園など、身近な自然の維持・管理に協力します。 

・社寺林、屋敷林の保全に努めます。 

・植林など、森林づくりの取り組みに積極的に参加し、緑の回復に努めます。 

・草木や動物を傷つけたり、持ち帰ったりしないようにします。 

・各種の自然観察会や講演会など、環境に関する行動に参加し、環境学習を積極的に体

験し、自然の大切さの理解に努めます。 

・山や川、湖沼などへ出かけたときは、ごみを持ち帰ります。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・公園や観光地などでゴミ 

を持ち帰る取組が積極的 

 に行われています（市民

の環境意識調査より）。 

 

 

 

 

2-3 人と自然との共生 

◆施策の方向性◆ 

  地域の身近な自然環境を保全し、次世代に引き継いでいくため、自然とふれ合う機 

会づくりや人と自然とが共生する地域づくりに努めます。 

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆     

①身近な緑・水辺の保全・創出 主管課 

身近な自然と触れ合える場として、水辺地における親水空間の保全・整 

備・公園や公共施設での緑化等を推進します。 
都市整備課 

地域の緑の保全を図るため、緑の効用や必要性について普及啓発を行い、

森林の保全や緑化推進に努めます。 

都市整備課 

農林課 

地下水かん養、生態系維持など環境保全機能を有する農地や里山の保全

に努めます。 
農林課 

②自然体験の推進 主管課 

自然観察会等を開催していきます。 

環境対策課 自然観察会等の開催を支援します。 

身近な自然や生物の情報提供に努めます。 

市の主な取組 ・「桜川探検隊」等、市民団体による自然体験活動に協力しています。 
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◆事業者の取り組み◆ 

・開発にあたっては、森林・農地・水辺地等に配慮し、自然環境の保全に努めます。 

 

◆市民の取り組み◆ 

・森林や水辺地など自然環境に立ち入った際には、ごみを持ち帰ります。 

・草木や動物を守り、傷つけたり捕獲・採取したりしないようにします。 

・自然観察会や体験活動などに積極的に参加し、自然環境の保全についての理解に努 

めます。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・「桜川探検隊」など、市民団体による自然体験活動に参加していま

す。 

 

 

 

３ 生活環境 ～快適な生活環境を維持し続けるまちであるために～ 

 

3-1 大気環境の保全 

◆施策の方向性◆ 

  きれいな空気の中で誰もが健康的に暮らせる大気環境の維持に努めます。 

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆     

①工場・事業場排出ガス対策の継続 主管課 

大気汚染を引き起こしている可能性のある施設に対しては、施設改善を要

請します。 

環境対策課 
適正な施設の維持・管理を要請します。 

大気汚染物質の削減を図るため、工場・事業所等の固定発生源施設に対す

る燃料使用の効率化やクリーンエネルギーへの転換を推進します。 

一般大気環境の監視に努めます。 

②自動車排出ガスの制御 主管課 

市職員が自家用車での出勤を控えるノーマイカーデーを設けるなど、職員

の意識啓発を図ります。 
企画課 

電気自動車やハイブリッドカー等のクリーンエネルギー自動車の普及を促

進します。 
環境対策課 

公共交通機関やデマンド型乗合タクシーの利用を促進します。 企画課 

 

市の主な取組 

 

・県が行う工場、事業所等への公害立入調査の実施に協力しています。 

・広報を通して野焼きの禁止、環境に関する情報を提供しています。 

・市職員のノーマイカーデーを実施しています。 
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◆事業者の取り組み◆ 

・ばい煙発生施設、粉じん発生施設、ボイラー等を適正に管理し、排出基準を遵守します。 

・排出基準を守り、さらに大気汚染物質による環境負荷の低減に努めます。 

・有害化学物質の適正な使用・保管・処理を行います。 

・廃棄物は適正に処理・処分します。 

・ノーマイカーデーを設けるなど自家用車の利用を控えるとともに、自動車を使用する

際には、エコドライブに心がけます。 

・ハイブリッドカーや電気自動車などのクリーンエネルギー自動車の導入に努めます。 

・事業所などで使用するエネルギーは、二酸化炭素排出量の少ないエネルギーへの転 

換に努めます。 

 

◆市民の取り組み◆ 

・自家用車の利用を控え、自転車や公共交通機関の利用に努めます。 

・自動車を使用する際には、エコドライブに心がけます。 

・車を購入する際には、燃費の良い車やハイブリッドカーなどの購入に努めます。 

・ごみは、市が行っている分別収集に従って適正に排出し、野焼きは行いません。 

・不要な照明器具は消灯し、冷暖房機器はこまめな温度設定を行うなど、省エネルギー

に努めます。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・車を購入する際に、ハイブリットカーなど、環境にやさしい車を選

ぶようにしたいと考えています（市民の環境意識調査より）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
工場の粉じん測定 

大気環境移動測定車 
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3-2 水質の保全 

◆施策の方向性◆ 

  水遊びができ、みんなの憩いの場となるようなきれいな水辺環境づくりに努めます。 

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆     

①工場・事業場排水対策の継続 主管課 

河川等の水質検査を継続的に実施し、排水基準の遵守を促進します。 

環境対策課 茨城県霞ヶ浦水質保全条例に基づき、事業者の責務に関し周知するとともに、

霞ヶ浦の水質の保全に関する目標達成のための削減策を講じていきます。 

②生活排水対策の実施 主管課 

公共下水道、農業集落排水施設の汚水処理施設の普及を促進するとともに、

市設置型浄化槽及び市街地浄化槽の設置を推進し、生活排水による河川等

への汚濁負荷の低減を図ります。 

下水道課 

生活排水による水質汚濁防止のため、市民に対し、台所排水対策や洗剤の

適正使用などの意識啓発を行います。 
環境対策課 

河川などの水質汚濁防止のため、浄化槽の適正な維持管理を指導します。 下水道課 

農業用排水の水質保全、機能の維持を図り、生産性の高い活力のある農村

型社会の形成に努めます。 
農地整備課 

桜川水系の水質監視を継続的に行っていきます。 環境対策課 

 

市の主な取組 

 

・河川の水質調査の実施を継続的に実施しています。 

・広報等を通して、生活排水による水質汚濁防止に関する意識啓発を 

行っています。 

 

◆事業者の取り組み◆ 

・工場・事業場からの排水基準を遵守す 

るとともに、負荷の低減に努めます。 

・公共下水道の整備が見込めない地域に 

ある事業者は、高度処理型浄化槽（霞 

ヶ浦流域内）又は合併浄化槽（霞ヶ浦 

流域外）を設置するようにします。 

・農薬や化学肥料などの使用を抑え、環 

境にやさしい農業を行います。 

・化学物質は適正に使用・保管・処理を 

行います。 

・事業所排水経路に魚を飼って毒物の検 

出に役立てます。 

 

工場排水の水質検査 
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◆市民の取り組み◆ 

・三角コーナーや水切りネットを活用し、調理くずなどが河川に流入しないようにします。 

・食器や鍋などの油汚れ等は、新聞紙などでふき取ってから洗うようにします。 

・公共下水道や農業集落排水施設への接続や、生活排水を処理する市設置型浄化槽の 

設置に努めます。 

・河川へのごみのポイ捨ては行いません。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・霞ヶ浦流域市町村として、地域の河川清掃に参加しています。 

・霞ヶ浦の水質検査等を行う霞ヶ浦湖上実践セミナーへ参加してい 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「桜川探検隊」の活動の様子 

桜川の源流「鏡ヶ池」にて 

桜川にフナの稚魚放流 



 

 

65 

第 

４ 

章 

3-3 土壌汚染の防止 

◆施策の方向性◆ 

  豊かな生態系を育む安心・安全な土壌環境づくりに努めます。    

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆     

①化学物質の適正管理と廃棄物の適正処理 主管課 

有害化学物質を使用している工場・事業場に対し、適正な使用・保管を指

導します。 環境対策課 

廃棄物の適正処理の指導・監視を強化します。 

②農薬・有機塩素化合物等の適正利用の指導 主管課 

農薬や化学肥料などの使用を抑え、環境への影響を軽減する環境保全型農

業を促進します。 農林課 

農薬の適正な使用を指導します。 

市の主な取組 

・桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例により土地 

 の埋め立て等の規制をしています。 

・減農薬栽培によるエコファーマー認定の推進を行っています。 

・県が行う地下水水質監視測定に協力しています。 

 

◆事業者の取り組み◆ 

・化学物質の適正な使用・保管・処理を行います。 

・重金属や有害塩素化合物などの有機化学物質の使用にあたっては、土壌汚染や地下 

水汚染などを発生させないようにします。 

・廃棄物は適正に処理・処分します。 

・農薬や化学肥料などの使用を抑える環境保全型農業に積極的に取り組みます。 

 

◆市民の取り組み◆ 

・環境保全型農業により生産された農作物の購入に努めます。 

・ごみは燃やさず、市が行っている分別収集に従って適正に排出します。 

・除草剤などの農薬は、安易に使用しないようにし、使用する場合には、説明書に従い

適切に使用します。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・持続性の高い農業生産方式を導入し、エコファーマーとして県の認

定を受けています。 
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3-4 生活型公害の防止 

◆施策の方向性◆ 

  近隣に配慮し、誰もが快適に暮らせる環境づくりに努めます。 

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆     

①騒音の防止 主管課 

飲食店等の深夜営業騒音、商業用等の拡声器騒音、建設作業騒音などにつ

いては法令等による規制や指導の一層の徹底を行います。 

環境対策課 

生活安全課 

高速道路等の騒音の監視に努めます。 環境対策課 

②悪臭の防止 主管課 

事業場から悪臭を発生させないよう指導します。 

環境対策課 
日常生活に伴う悪臭の防止のため、野焼きなどによる家庭ごみの自家焼却

の禁止や浄化槽の適正な維持管理など、市民に対して啓発を行います。 

関係機関との連携を図り、河川や水路等の水質汚濁や悪臭の防止に努めます。 

市の主な取組 ・騒音、悪臭等に関する公害苦情の対応をしています。 

 

◆事業者の取り組み◆ 

・事業活動や建設作業に伴う騒音の防止に 

努めます。 

・近隣の住宅に迷惑にならないよう、カラ 

オケなどの営業騒音の低減に努めます。 

・事業所から悪臭を発生させないように努 

めます。 

 

                          工場の騒音測定 

◆市民の取り組み◆ 

・近隣に迷惑となる楽器などの生活騒音の発生防止に努めます。 

・自家用車を適正に管理し、利用にあたっては自動車騒音に配慮します。 

・公共交通機関やデマンド型乗合タクシー、自転車等の利用により、自家用車の利用を

控えます。 

・野焼きなどによる家庭ごみの自家焼却をしないことや浄化槽を適正に維持管理し、悪

臭の防止に努めます。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・夜間は生活騒音の防止に努めています（市民の環境意識調査よ

り）。 

 

 



 

 

67 

第 

４ 

章 

3-5 ごみの発生抑制と適正処理 

◆施策の方向性◆ 

  ごみの減量化と分別排出の徹底、不法投棄の防止に努めます。 

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆     

①ごみの発生抑制 主管課 

市民に対し、使い捨て商品などの買い控えや分別排出の徹底の意識啓発を

行います。 

環境対策課 

市民に対し、生ごみの減量、堆肥化を促進します。 

事業者に対し、マイバッグ運動、簡易包装促進の協力を要請し、廃棄物の

減量化に努めます。 

市が行うイベント等において、ごみ発生の抑制に努めます。また、事業者

や市民に対しイベント等を開催する場合には、ごみ発生の抑制に努めるよ

う啓発を行います。 

エコショップを推進します。 

②ごみの適正処理及び不法投棄やポイ捨ての防止 主管課 

ごみのポイ捨て禁止のための意識啓発や、市民や事業者等に対する廃棄物

の適正処理を指導します。 環境対策課 

不法投棄の監視を強化し、未然防止や早期発見を図ります。 

市の主な取組 

・生ごみ処理機器の購入費の補助を行っています。 

・エコショップの認定制度を行っています。 

・不法投棄監視員による監視を行っています。 

 

◆事業者の取り組み◆ 

・ゼロエミッション等を目標にした、廃棄物減量化計画を作成するなどし、ごみの減量

を図ります。 

・製品の耐久性の向上、補修サービスにより、製品の長寿命化に努めます。 

・過剰包装品や使い捨て製品についての製造・販売・使用の自粛に努めます。 

・自動販売機には、回収容器を設置し、空き缶やビン、ペットボトルなどの回収に努め

ます。 

・産業廃棄物の処理にあたっては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処

理します。 

・廃棄物は、適正に処理・処分し、野焼きは行いません。 

・イベント等を開催する場合には、ごみ発生の抑制に努めます。 
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◆市民の取り組み◆ 

・生ごみの自家処理やリサイクル等を行います。 

・リサイクルしやすい商品の購入に努め、過剰包装品や使い捨て製品など、ごみになる

ようなものの購入を控えます。また、マイ箸運動の推進に努めます。 

・リターナルびんなど再利用できる物の購入に努めます。 

・市が行っている分別収集に従って適正に排出します。 

・野焼きは行いません。 

・空き缶やペットボトル等のポイ捨ては行いません。 

・イベント等において、ごみ発生の抑制に努めます。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・買い物の際、マイバッグなどを持参しています（市民の環境意識調

査より 63.4%）。 

・産業廃棄物の減量化（発生制御やリサイクル）に取り組んでいます 

（事業者の環境意識調査より 56.3%）。 

 

 

3-6化学物質による環境汚染の防止 

◆施策の方向性◆ 

  人の健康や生態系に有害な影響を及ぼす危険性が考えられる化学物質等による環境 

問題に対し、迅速な対応に努めます。 

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆ 

①化学物質の環境リスク対策の推進 主管課 

事業者に対し、ＰＲＴＲ制度（化学物質排出移動量届出制度）を周知し、

化学物質の適正な管理・使用を指導します。 
環境対策課 

農薬や化学肥料、洗剤の使用等に関し、環境への配慮について意識啓発

に努めます。 

環境対策課

農林課 

化学物質や環境ホルモンに関する情報の収集、提供に努め、環境保全意

識の啓発を図ります。 
環境対策課 

②ダイオキシン類の排出対策の推進 主管課 

ごみ焼却処理施設等からのダイオキシン類の発生抑制を推進します。 

環境対策課   
野焼きの禁止の徹底を図ります。 

ダイオキシン類に関する情報の収集、提供に努め、環境保全意識の啓発

を図ります。 

市の主な取組 

・市と事業所で公害防止協定を結んでいます。 

・ごみ焼却処理施設等への立入調査指導を行っています。 

・広報、ちらし等により野焼き禁止の周知を行っています。 
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◆事業者の取り組み◆ 

・化学物質の使用に当たっては、適正な使用、保管、処理を行います。 

・ＰＲＴＲ制度により化学物質の環境への排出を削減します。 

・有害性の少ない製品の開発・購入・使用に努めます。 

・減農薬や有機肥料栽培などの環境保全型農業への転換を図ります。 

・ダイオキシン類に関する法令等の基準を遵守します。 

 

◆市民の取り組み◆ 

・有害性の少ない製品の購入・使用に努めます。 

・化学物質の環境リスクに関する理解を深め、農薬や洗剤などの使用方法を守るなど、

環境への配慮に努めます。 

・ごみの分別排出を実行し、ダイオキシン類の発生の原因となる野焼きは行いません。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・事業者による化学物質排出移動量の届出の実施がされています。 

・持続性の高い農業生産方式を導入し、エコファーマーとして県の認

定を受けています。 

 

 

 

４ 地球環境と循環型社会 

 ～ひとりひとりがエコレンジャーになれるまちを目指して～ 

 

4-1 地球温暖化防止対策の推進 

◆施策の方向性◆ 

  温室効果ガスの排出量を削減する取り組みを実践し、地球温暖化の防止に努めます。 

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆     

①温室効果ガスの排出抑制 主管課 

「茨城県地球温暖化防止行動計画」並びに「桜川市地球温暖化防止対策実

行計画」による目標達成のため、温室効果ガスの排出量の削減に努めます。 
環境対策課 

市民や事業者に普及啓発活動を行い、二酸化炭素など温室効果ガスの排出

が少ないライフスタイルを促進します。 

②二酸化炭素吸収源の保全・創出 主管課 

二酸化炭素の吸収や保水機能、生態系の保全などの多様な環境保全機能を

有する森林や樹木の保全に努めるとともに、植林など、新たな緑地空間の

創出に努めます。 

農林課 

再生紙の利用を促進します。 環境対策課 
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市の 

主な取組 

・地球温暖化防止やマイバック推進等のキャンペーンを実施し、市民に対し

普及啓発を行っています。 

・市の事務事業に関し、省エネルギー、省資源化などを推進し、温室効果ガ

スの排出抑制を図っています。 

・間伐事業や里山整備事業を継続的に行い、保全に努めています。 

 

◆事業者の取り組み◆ 

・「茨城県地球温暖化防止行動計画」による目標達成のため、温室効果ガスの排出抑制

に努めます。 

・事業用車両には、二酸化炭素の発生の少ない低公害車を導入します。 

・従業員に対し、省エネ・節水・エコドライブを行うよう指導します。 

・排熱利用やヒートポンプ技術を活用した高効率機器による省エネルギー化設備の導 

入に努めます。 

・事業所内の緑地の創出に努めます。 

 

◆市民の取り組み◆ 

・日常生活において、「茨城県地球温暖化防止行動計画」による目標達成のために、省

エネや節水などに努めます。 

・家電製品、給湯設備などの購入時には、高効率な省エネ製品の採用を検討します。 

・自家用車の利用を控え、公共交通機関や自転車の利用に努めます。 

・自家用車を使用する際は、不必要なアイドリングは行わないなどエコドライブを実践

します。 

・積極的に下草刈りや植林に参加し、森林の保全・創出に努めます。 

・庭やベランダ、生け垣など住まいの緑化や、地域の緑化活動に参加します。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・省エネ、節水のための取組を積極的に実施しています（市民・事業

者の環境意識調査より）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地球温暖化防止を呼びかける街頭キャンペーンの様子 
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 4-2 リサイクルの推進 

◆施策の方向性◆ 

  資源のリサイクルを推進し、環境への負荷の低減に努めます。 

 

 ◆市が行う環境施策と取り組み◆    

①資源物回収の推進 主管課 

「容器包装リサイクル法」等に基づき、分別排出の体制を強化するととも

に、資源回収を円滑に推進します。 

環境対策課 

分別排出が円滑に進むよう、分別・回収・資源化のシステムを整備すると

ともに、ごみステーションの充実やパンフレット等により意識啓発を行い

ます。 

缶・びん・ペットボトル、食品トレイ等の資源回収を促進するため、小売

店に回収の協力を要請します。 

リサイクル事業を推進するため、リサイクル施設や技術の情報収集を行い、

必要な施設の整備に努めます。 

資源化・再生利用技術等の普及に努めます。 

資源ごみの回収場所、回収日と頻度が適正かどうかについて検討し、必要

な措置がとれるよう努めます。 

農業用使用済みプラスチックのリサイクル処理を推進します。 農林課 

②再生品の利用促進 主管課 

庁内において再生製品などの環境にやさしい商品の購入に努めます。 

環境対策課 

事業者に対し、再生品を利用した商品や再生利用可能な商品開発への協力

を依頼します。 

エコマークやグリーンマークなどの環境にやさしい商品の購入を促進します。 

環境にやさしい商品を積極的に販売する商店の「エコショップ」情報を提

供します。 

市の 

主な取組 

・農業用廃プラスチックの収集を行い、リサイクル処理しています。 

・ごみの分別収集等のお知らせを全戸に配布しています。 

・資源ごみの収集運搬及び処理を行っています。 

・各地区へ分別収集報奨金の支給を行っています。 

   

 

 

 

 

 

 

エコマークとは、環境保全に役立ち、環境への負荷が少ない商品のための目印であ

る。消費者が、環境に配慮された商品を選ぶための目安として役立てられることを目

的としています。 

グリーンマークとは、古紙を原料に再生利用した製品のための目印であり、古紙の

利用を拡大し、紙のリサイクルの促進を図ることを目的としています。 
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◆事業者の取り組み◆ 

・産業廃棄物は適切に処理するとともに、建設工事に伴い発生する残土や建設資材の廃

棄物については、再利用及びリサイクルをします。 

・建設資材には再生資源の利用に努めます。 

・再利用可能な環境にやさしい製品の開発・購入に努めます。 

・環境にやさしい製品・材料の販売、購入、利用を推進します。 

・事業所内において、分別・回収・資源化システムの整備を検討します。 

・コピー用紙などの古紙の回収に努めます。 

・食品トレイ、ペットボトル、紙パックなどは店頭回収し、リサイクルに努めます。 

・自社製品の回収ルートの製品や消費者へのリサイクル情報の提供に努めます。 

 

◆市民の取り組み◆ 

 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・可燃ごみと資源ごみを分別しています（市民の環境意識調査より

69.9%）。 

・地域等の資源回収活動に協力しています（市民の環境意識調査より 

59.6%）。 

・廃棄物等の適正分別及び適正処理を実施しています（事業者の環境 

 意識調査より 68.9%）。 

・製品又は包装の回収リサイクル（家電・空き缶・トレイなど）を実

施しています（事業者の環境意識調査より 52.7%）。 

 

 

 

・町内会や子供会などが行っている資源物回収へ積

極的に参加します。 

・牛乳パックや食品トレイなどの店頭回収に協力し

ます。 

・ごみの排出の際には、市が定めた区分に従って分

別排出に協力します。 

・フリーマーケット等を積極的に活用します。 

・リターナルびんや詰め替えができる商品、リサイ

クルできる商品などの購入に努めます。 

・食材は使い切り、残った場合は生ごみ処理器等で

堆肥化するなど、生ごみの減量に努めます。 

・廃油を原料としてつくられた製品等、再生品の活

用に努めます。 
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4-3 省資源、省エネルギーの推進 

◆施策の方向性◆ 

  限りある資源を有効に利用し、省エネルギーに努めます。 

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆    

①省資源の推進 主管課 

木材資源の有効利用を図るため、建設工事等における熱帯材合板コンク

リート型枠などの効率的な利用に努めます。 
建設課 

事業者に対しては、使い捨て商品の販売や過剰包装の自粛を求め、省資

源をめざした製品の開発を促進します。 
環境対策課 

②省エネルギーの推進 主管課 

建築物におけるエネルギーの効率的利用を図ります。 各施設担当課 

エコドライブの普及啓発活動に努めます。 環境対策課 

市民・事業者に省エネルギーを呼びかけるとともに、市自らも施設にお

ける省エネルギー対策に積極的に取り組みます。 
環境対策課 

公共施設の整備に当たっては、省エネルギー型の設備・機器の導入など

環境に配慮した施設整備を進めます。 
財政課 

住宅の新築・改築時には、高効率な給湯や空調設備、省エネルギー設備

の普及推進を図ります。 
環境対策課 

輸送に伴う環境への負荷低減の観点から、地産地消を推進します。 農林課 

市の主な取組 ・省資源、省エネルギー等に関する情報提供・普及啓発を行っています。 

 

◆事業者の取り組み◆ 

・節水に努めます。 

・受電設備の合理化や系統別電圧の適正化などにより電力の効率的な使用を進めます。 

・OA 機器、照明設備、冷暖房設備などの電気機器を効率的に使用し、エネルギー使用

の合理化に努めます。 

・設備の新・増設、更新にあたっては、高効率機器や省エネルギー設備の導入に努めます。 

・製品の開発、製造、流通、販売から廃棄まで事業活動を見直し、省エネルギー・省資

源対策を進めます。 

・業務用車両を購入・使用する際には、使用目的に応じ適切な大きさの車両を選びます。 

・エコドライブに努めます。 

・紙など物品の使用の抑制や裏紙の使用など効率的な利用を図ることによって、できる

限り省資源に努めます。 

・環境マネジメントシステムを導入し、環境負荷の低減に努めます。 

 



 

 

74 

◆市民の取り組み◆ 

・節水をこころがけます。 

・不要な照明器具は消灯し、冷暖房のこまめな温度 

設定を行うなど、省エネルギーに努めます。 

・テレビやビデオなどの電気製品を使わない時は、 

主電源を切るようにします。 

・家電製品や車の購入に当たっては、省エネルギー 

タイプの製品を選択します。 

・照明については、インバーター式や自動消灯装置 

の付いた商品、電球型蛍光灯、発光ダイオードを 

利用した商品を選択します。 

・エコマークやグリーンマークのついた環境にやさしい商品を選択します。 

・住宅の新築、改築時には、高断熱・高気密な省エネルギー型の環境住宅を検討し、併

せて高効率な給湯や空調設備などの導入を検討します。 

・自家用車の利用を控え、公共交通機関や自転車の利用に努めます。 

・エコドライブに努め、不必要なアイドリングなどを行いません。 

・故障したときは修理するなどして、ものを長く使用するように努めます。 

・輸送に伴う環境への負荷低減の観点から、地産地消に努めます。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・省エネ、節水のための取組を積極的に実施しています（市民・事業

者の環境意識調査より）。 

 

 

 

4-4 新エネルギー等の利用推進 

◆施策の方向性◆ 

  太陽光発電、太陽熱利用などの新エネルギー、ヒートポンプ、クリーンエネルギー 

  自動車等の革新的なエネルギー高度利用技術設備の導入促進に努めます。 

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆    

①新エネルギー等の導入 主管課 

新エネルギー等の活用に向けた普及啓発を図り、導入を促進します。 

環境対策課 新エネルギー等の技術開発や補助についての情報を提供します。 

導入促進のための助成制度を検討します。 

市の主な取組 ・新エネルギー等の情報提供・普及啓発を行っています。 
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◆事業者の取り組み◆ 

・太陽光発電、太陽熱利用などの自然エネルギーの導入に努めます。 

・ヒートポンプシステムや燃料電池、コー・ジェネレーションシステムなど革新的なエ

ネルギー高度利用技術の導入により、エネルギー利用の効率向上を図ります。 

・工場の排熱など未利用エネルギーは、ヒートポンプ技術等を活用し、エネルギー利用

の合理化を図ります。 

・電気自動車やハイブリットカーなど、クリーンエネルギー自動車の導入に努めます。 

 

◆市民の取り組み◆ 

・太陽光発電の利用及び採光に配慮するなど、自然エネルギーの導入と有効利用に努めます。 

・住宅の新築、改築時には、高断熱・高気密な省エネルギー型の環境住宅を検討し、併

せて、高効率な給湯や空調設備などの導入を検討します。 

・給湯器や冷暖房機器の購入時には、ヒートポンプ技術を活用した高効率機器の採用を

検討します。 

・自家用車の買い替えや新規購入時には、電気自動車やハイブリットカーなど、クリー

ンエネルギー自動車の購入を図ります。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・今後、自然エネルギーを利用した太陽光発電などを利用したいと考

えています（市民の環境意識調査より）。 

 

 

５ パートナーシップ  

～エコ活動の輪を広げ未来に繋げていける市民であるために～ 

  

5-1 環境教育・環境学習の推進 

◆施策の方向性◆ 

    環境教育・環境学習を推進し、環境保全に対する意識の向上に努めます。 

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆    

①環境教育及び環境学習の推進 主管課 

市民や幼稚園、保育所、学校や事業所等の環境教育の充実に努め、環境学

習に活用できる学習資料の提供に努めます。 

環境対策課 

自然公園や河川など自然教育・学習に利用できる場の充実、施設利用を通

した環境に関する学習会の提供に努めます。 

「こどもエコクラブ」の会員拡大に努めます。 

環境保全のための人材育成に努めます。 

環境保全団体の育成・支援に努めます。 
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②情報の収集及び情報の提供 主管課 

国や県、市民、事業者、環境保全に関する活動を行っている団体などから

環境情報を収集し、活用に努めます。 

環境対策課 広報さくらがわ、啓発用パンフレット、インターネット等を通じて、環境

保全等に関する各種行事や自然公園等の利用に関する情報を提供します。 

環境関連図書や資料等、環境情報の充実に努めます。 

市の 

主な取組 

・環境学習会を行う学校への資料提供を行っています。 

・出前環境学習教室を実施しています。 

 

◆事業者の取り組み◆ 

・職場での環境教育・環境学習に努めます。 

・ISO14001、エコアクション 21 などの環境マネジメントシステムを導入し、事業所に

おける環境影響の改善に努めます。 

 

◆市民の取り組み◆ 

・環境教室や環境学習会等に積極的に参加します。 

・環境保全団体やこどもエコクラブ等へ積極的に参加します。 

・環境保全団体との交流を図り、連携を深めます。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・市民団体（桜川市くらしの会）が、市民祭で消費者展を開催し、水

質浄化やごみ減量につながる環境にやさしいくらしの情報を提供

しています（アクリルたわし、廃油石けんなど）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
消費者展でのアクリルたわしの紹介 
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5-2 環境保全活動の推進 

◆施策の方向性◆ 

  市民の自発的参加を促す体制づくりに努め、効果的な環境保全活動を促進します。 

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆    

①環境保全活動の普及・啓発 主管課 

環境保全活動を積極的に行っている市民や団体、事業所を紹介し、活動の

普及・啓発に努めます。 
環境対策課 

事業活動による環境への負荷低減のため、事業者に対し、環境マネジメン

トシステムなどの導入を働きかけます。 

②環境保全活動の支援 主管課 

市民や学校、町内会等が行う環境保全に関する活動の支援に努めます。 

環境対策課 

環境ボランティアや環境ＮＰＯ等が行う環境保全に関する活動の支援に努

めます。 

環境保全活動を積極的に行っている市民や団体、事業所を紹介し、活動を

支援します。 

環境保全活動の人材の育成に努めます。 

市の 

主な取組 

・エコショップの紹介をしています。 

・環境保全活動を行っている市民や市民団体、事業所を広報さくらがわで

紹介しています。 

  

◆事業者の取り組み◆ 

・事業所内において、リサイクルやグリーン購入などの環境保全活動を積極的に実施し

ます。 

・地域などで行う環境保全活動に積極的に参加、協力します。 

 

◆市民の取り組み◆ 

・家庭において、省エネや節水、ごみの分別やリサイクルなどの環境保全活動を積極的

に行います。 

・町内会等が行う環境保全に関する活動に積極的に参加します。 

・自然を守り、保全していくべき環境の維持管理に努めます。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・市民団体（平沢山桜を守る会）が、山桜の生育場所の維持管理活動

を行っています（枝払い、立ち枯れ木の伐倒、除草作業など）。 

・市民団体（上野沼を守る会）が、上野沼周辺の生物生息環境保全と

維持管理活動を行っています。（除草作業、清掃作業など） 
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5-3 環境美化活動の推進 

◆施策の方向性◆ 

  環境美化活動を推進し、美しく快適なまちづくりに努めます。 

 

◆市が行う環境施策と取り組み◆    

①美化・緑化活動の推進 主管課 

環境美化・緑化意識に関する啓発を行います。 

環境対策課 

ごみの散乱防止やペットのふんの持ち帰りの徹底に努めます。 

地域等における美化活動及び緑化活動を支援し、広く市民参加を促します。 

まちの美化推進のため、景観維持に対する指導に努めます。 

空き地の適正な管理を指導します。 

花いっぱい運動など緑化活動を支援します。 商工観光課 

市の主な取組 

・桜川市空き地等の環境保全に関する条例（H17.3）により空き地の適 

正な管理を指導しています。 

・桜川市を美しくする環境条例（H17.10）によりごみの散乱防止や飼 

い犬のふん害防止について規制しています。 

・地域市民参加による市内一斉清掃活動を実施しています。 

・市民団体へ花の苗を年２回支給しています。 

 

◆事業者の取り組み◆ 

・従業員への環境美化・緑化意識の啓発に努めます。 

・事業所周辺のごみ拾いや草刈りなどにより、環境美化に努めます。 

 

◆市民の取り組み◆ 

・モラルの向上に努め、空き缶やたばこ等のごみのポイ捨てや不法投棄は行いません。 

・所有する土地の適正管理に努め、自宅周辺のごみ拾いや草刈りなどによる環境美化 

に努めます。 

・ペットのふんは持ち帰ります。 

・地区などによる地域の環境美化活動に参加します。 

・花いっぱい運動などの緑化活動に積極的に参加します。 

 

市民・事業者の

主な取組事例 

・各学校で、子供たちが積極的に学校や周辺の清掃、緑化活動を実施

しています。 

・子供会などで花壇の管理をしています。 

・市内一斉清掃活動に参加しています。 
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第３節 数値目標  

  環境施策と市・事業者・市民の取り組みの効果を数値で評価するために、現状値と目

標値を設定しました。   

 

 

 

 

 

項 目 現状値 年度 
目標値 

（平成 30年度） 

森林面積 6,942ha H19 現状維持 

大気環境基準の達成率 100％ H21 100％ 

水質(河川)環境基準の達成率 100％ H20 100％ 

汚水処理人口普及率 
56.8％ H20 58.9％（H27 年度） 

生活排水ベストプランによる。 

エコファーマー（県認定） 89 人 H20 150人 

生活系ごみの一人１日 

あたりの排出量 
0.63㎏/日 H20 0.60kg 

不法投棄の件数 60 件 H20 30 件 

温室効果ガス総排出量 
6,033t-CO2 H18 

5,791t-CO2 

（H24 年度 4%削減） 

桜川市地球温暖化防止対策実行計画による。 

資源物回収量 10.3％ H20 15％ 

農業用廃プラスチック回収量 90ｔ H21 100ｔ 

クリーンエネルギー車導入率 

（市所有） 
9.3％ H21 30％ 

エコショップ認定店舗数 4 件 H20 10 件 

こどもエコクラブ登録数 1 団体 H21 5 団体 

環境学習会開催数 1 回 H21 5 回 

花いっぱい運動取組団体 21 団体 H21 30 団体 
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第４節 計画の推進  

  計画の目標達成に向けた環境施策の計画的な推進や実施などについて、その実効性を

確保していくために、以下の方策に沿って環境基本計画の推進を図るものとします。 

 

１ 計画の推進  

 

1-1 環境保全推進会議 

   環境保全と創造に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、庁内各課の職員

で構成される「環境保全推進会議」を設置し、これを中心として各部局の緊密な連携

のもとに計画の策定及び環境の保全に関する施策を実施します。 

   また、計画の進捗状況の点検・評価・見直しを行います。 

 

 1-2 環境審議会 

   環境基本計画の進行管理や環境施策に関して、公正かつ専門的な立場から審議を行

う「桜川市環境審議会」を設置しています。 

    

２ 連携・協働体制の整備 

 

2-1 市民・事業者等との連携・協働体制の整備 

    環境基本計画の目標を実現するため、積極的な広報活動による情報の共有化を図り

ながら、良好な環境の保全及び創造に主体的に取り組む市民・事業者や市民団体等の

情報交換や連携・協働を進めます。 

 

  2-2 広域的な連携・協力の推進 

   環境の保全と創造に関する課題及びそれに関わる主体は、市町村域や県域を越えて

相互に影響を及ぼしあっているため、広域的課題や地球環境問題等への対応について

は、桜川市環境基本条例第１５条に基づき、国、県や他の地方公共団体と協力・連携

を図りながら、広域的な視点からの取り組みを推進します。 
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事業実施計画の策定 

３ 計画の進行管理 

   環境基本計画に基づく事業や施策の進行管理は、計画（Ｐlan）、実施（Ｄo）、点検  

（Ｃheck）、見直し（Ａction）という環境管理システムのＰＤＣＡサイクルの仕組みに

基づき実施し、継続的な改善を図っていきます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

環 境 基 本 計 画 

環境審議会 

連携・協働 

主管課 

関係各課 

市民 

事業者 

環境保全推進会議 

主管課 関係各課 



用語解説用語解説用語解説用語解説    

    

【あ行】 

ISO14001ISO14001ISO14001ISO14001    

国際標準化機構（ＩＳＯ）の定める「環境マネジメントシステム」に関する国際規格のこと。

環境マネジメントシステムとは、組織の最高責任者が「環境方針」を定め、計画、実施及び運用、

点検及び是正措置、システムの見直しを繰り返しながら継続的に改善を図り、企業などが、企業

活動や製品を通じて環境に与える負荷をできるだけ減らすように配慮したシステムのことであ

る。 

 

アイドリングアイドリングアイドリングアイドリング    

自動車を停止させたまま、エンジンを回転させたままにすること。不必要なアイドリングを抑

えることで地球温暖化の原因となる二酸化炭素の発生を抑制できる。 

 

一酸化二窒素一酸化二窒素一酸化二窒素一酸化二窒素    

 二酸化炭素の 310 倍の温室効果を持つ気体。自動車排ガスに含まれる他、窒素肥料から生成し

たり、ナイロン原料の製造過程の副産物としても発生。成層圏で主に紫外線により分解され消滅。 

    

茨城県地球温暖化防止茨城県地球温暖化防止茨城県地球温暖化防止茨城県地球温暖化防止行動計画行動計画行動計画行動計画    

 環境負荷の少ない持続可能な社会、温室効果ガスの削減目標を達成するため、事業者・県民と

連携しながら温室効果ガスの排出源対策、森林の整備などの二酸化炭素吸収源対策、さらに環境

学習の推進などの基盤的対策を総合的に推進する計画。 

 

ウォーム・ビズウォーム・ビズウォーム・ビズウォーム・ビズ    

冬のオフィスの、暖房設定温度を、省エネ温度の 20℃以下に抑えるため、暖かく働きやすい

ビジネススタイルを採り入れること。 

 

エコアクションエコアクションエコアクションエコアクション 21212121    

    広範な中小企業、学校、公共機関などに対して、「環境への取り組みを効果的・効率的に行う

システムを構築・運用・維持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、報

告する」ための方法として、環境省が策定した環境マネジメントの認証・登録制度。 

 

エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ    

省エネルギーセンター等が推奨する省燃費運転の総称。アイドリングストップやふんわりアク

セルｅ－スタートを実践することで、10～20％の燃料消費を抑えることが出来る。 

 

エコマークエコマークエコマークエコマーク    

「私たちの手で地球を守ろう」という気持ちを表した環境保全に役立つとみとめられている商

品につけられるシンボルマーク。（財）日本環境協会が認定を行っている。再生プラスチックを

利用した日用品や文具、ＰＥＴボトル再生繊維を用いた衣類などがあげられる。 

    



オゾンオゾンオゾンオゾン層層層層    

オゾンを高濃度に含んでいる地表から 20～25ｋｍの下部成層圏にある層。紫外線波長領域の

中で生物にとって有害な波長領域を吸収する働きをしている。近年、大気中に放出されたフロン

などによって、下部成層圏で波長 200～220ｎｍの太陽紫外線を受けて分解し、生成した塩素酸

化物（ＣｌＯｘ）がオゾン層と反応してオゾンを減少させている。特に極値上空のオゾンの濃度

が希薄化し、いわゆるオゾンホールが出現している。 

    

温室効果温室効果温室効果温室効果・・・・温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス    

太陽光線は、大気を通過して、まず地表を暖める。熱を吸収した地表からは赤外線が大気中に

放射される。大気中の二酸化炭素やメタンなどの気体が地球から放射される赤外線の一部を吸収

し、地球を温室のように暖めている現象を温室効果と言い、温室効果をもたらす気体のことを    

温室効果ガスと言う。京都議定書では、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化ニ窒素（N2O）、

ハイドロフルオロカーボン（HFC）、パーフルオロカーボン（PFC）、六ふっ化硫黄（SF6）の 6 物

質が温室効果ガスとして削減対象となっている。 

 

【か行】 

化石燃料化石燃料化石燃料化石燃料    

 動物や植物の死骸が地中に堆積し、長い年月の間に変成してできた有機物の燃料。石炭、石油、

天然ガスなど。 

 

合併処理浄化槽合併処理浄化槽合併処理浄化槽合併処理浄化槽    

し尿と伴わせて、台所や風呂などからからの生活雑排水も一緒に処理することのできる浄化槽。

下水道と同等の処理効率を有し、し尿だけを処理する単独処理浄化槽に比べ、環境へのＢＯＤ負

荷の排出は約 1/8 に抑えられる。 

 

環境基準環境基準環境基準環境基準    

環境基本法第 16 条第 1項の規定に基づき「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で

維持されることが望ましい基準」として政府が定める環境保全行政上の目標をいう。現在、環境

基準は、大気汚染、水質汚濁、騒音、土壌汚染及び地下水について定められている。 

    

環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業    

農業が有する物質循環型産業としての特質を最大限に活用し、環境への負荷をできるだけ減ら

していくことをめざすタイプの農業のこと。具体的には、化学肥料や農薬に大きく依存しない、

家畜ふん尿などの農業関係排出物等をリサイクル利用するなどの取り組みがあげられる。 

 

京都議定書京都議定書京都議定書京都議定書    

地球温暖化防止のための国際会議である気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）が、1997

年に京都で開催され、その時に採択された国際協定のことである。二酸化炭素などの 6つの温室

効果ガスの排出削減義務などを定める議定書で、2005 年 2 月に発効している。    

    

    



クール・ビズクール・ビズクール・ビズクール・ビズ    

夏のオフィスの冷房設定温度を、省エネ温度の 28℃以上に抑えるため、涼しく効率的に働く

ことができるノーネクタイ・ノー上着といった軽装のビジネススタイルを採り入れること。 

    

クリーンエネルギークリーンエネルギークリーンエネルギークリーンエネルギー    

電気や熱に変えても、大気汚染物質の排出量が少ない、または排出が相対的に少ないエネルギ

ー源のこと。自然エネルギーである太陽光、風力などがある。 

 

グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入    

環境への負荷の少ない商品やサービスを優先して購入すること。省エネを意識した家電製品、

低公害車、再生品、詰め替え品などの環境配慮型の製品があげられる。また、グリーン購入推進

のため、平成 13 年 4 月から「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」いわゆるグ

リーン購入法が全面施行となっている。 

 

グリーンマークグリーンマークグリーンマークグリーンマーク    

古紙を再生利用した紙製品（ノート、トイレットペーパーなど）につけられたマーク。（財）

古紙再生促進センターが認定を行っている。 

 

ココココー・ー・ー・ー・ジェネレーションシステムジェネレーションシステムジェネレーションシステムジェネレーションシステム    

ガスタービンやガスエンジンなどにより発電を行うと同時にその廃熱を利用するシステムで、

熱電供給システム、熱併給発電とも呼ばれる。通常の発電では熱効率が 40％以下であるのに対

し、コー・ジェネレーションでは 70～80％の高い熱効率を得ることも可能である。 

 

こどもエコクラこどもエコクラこどもエコクラこどもエコクラブブブブ    

平成 7年から環境庁の提唱で全国に普及した、幼児から高校生までなら誰でも参加できる環境

活動を行うクラブ。本市では、環境対策課でこのクラブの募集・登録を行っている。 

 

【さ行】 

里山里山里山里山    

自然林に対し、人為的につくられ維持されてきた林をさす言葉。雑木林なども含めて、人里や

集落周辺の森林を呼ぶ。里山は、我が国の原風景、身近な自然環境として見直されており、保全

や整備される動きが活発になっている。 

 

３３３３Ｒ（Ｒ（Ｒ（Ｒ（さんあーるさんあーるさんあーるさんあーる））））    

「ごみを出さない」、「一度使って不要になった製品や部品を再び使う」、「出たごみはリサイク

ルする」という廃棄物処理やリサイクルの優先順位のこと。「リデュース（Reduce＝ごみの発生

抑制）」「リユース（Reuse＝再使用）」「リサイクル（Recycle＝再資源化）」の頭文字を取ってこ

う呼ばれる。「リフューズ（Refuse＝ごみになる物の拒絶）」を加え４Ｒと呼ばれることもある。 

 

産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物    

工場、事業所における事業活動などにより生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、



廃アルカリ、廃プラスチック類などの 20 種類を指す。排出する事業者は、自らの責任で適切に

処理する義務がある。 

    

酸性雨酸性雨酸性雨酸性雨    

大気中に排出された硫黄酸化物や窒素酸化物などが大気中の水分や雨に溶け込み雨水が酸性

化されたもので、通常はｐＨが 5.6 より低い場合を言います。欧米では、森林被害や建物の崩壊

被害なども生じている。 

 

自然環境保全地域自然環境保全地域自然環境保全地域自然環境保全地域    

茨城県自然環境保全条例に基づき、すぐれた自然環境を保全するために指定された地域。指定

された地域においては、樹木の伐採、鉱物や土石の採取などについて規制される。本市では、上

野沼一帯と鴨鳥神社周辺一帯が指定されている。 

 

自然公園自然公園自然公園自然公園    

すぐれた自然環境とその景勝を保護するとともに、その適正な利用を進めることを目的として

指定された地域。自然公園法に基づく国立公園・国定公園及び県立自然公園条例に基づく県立自

然公園の 3種類がある。本市には、水郷筑波国定公園、笠間県立自然公園、吾国愛宕県立自然公

園がある。 

 

新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー    

新エネルギーとは、太陽光（熱）、風力などの自然の力を利用したり、今まで使われず捨てて

いたエネルギーを有効に使ったりする、再生可能な地球に優しいエネルギーのうち、地球温暖化

の原因となる二酸化炭素の排出量が少なく、エネルギー源の多様化に貢献するエネルギーを「新

エネルギー」と呼ぶ。新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（新エネ法）では、再生可

能エネルギーのうち特に導入を促進すべきエネルギー源として、太陽光発電、風力発電、バイオ

マス発電、中小規模水力発電、地熱発電、太陽熱利用、バイオマス熱利用、雪氷熱利用、温度差

熱利用、バイオマス燃料製造の 10 種類が指定されている。 

 

水源水源水源水源かんかんかんかん養養養養    

地表を流れる河川の水量や地下水が枯渇しないように補給する働き、能力をいう。河川の上流

に広がる森林は雨水や雪解け水を貯え、徐々に河川水や地下水として放出することで水源かん養

機能を果たしている。一方、都市化の進行等によって雨水の地下への浸透を妨げられると、水源

かん養機能は低下する。 

 

生態系生態系生態系生態系    

生物（植物、動物、微生物）とこれらを取り巻く非生物的要素（土壌、水、鉱物、空気など）

とが物質循環やエネルギーの流れを通じて相互に作用し、一つの機能的な単位を成している複合

体をいう。 

 

ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション    

エミッションをは排出物、廃棄物を指す英語でゼロエミッションとは「廃棄物ゼロ」という意

味であり、一産業部門から出る廃棄物を他の部門の再生資源として転換することにより、環境へ

の負荷を一切なくすこと。 



ＳＯｘ（ＳＯｘ（ＳＯｘ（ＳＯｘ（ソックスソックスソックスソックス）（）（）（）（硫黄酸化物硫黄酸化物硫黄酸化物硫黄酸化物））））    

 石油や石炭など硫黄分が含まれる化石燃料を発生させることにより発生する。大気汚染や酸性

雨などの原因の一つとされる。自然界では火山ガスなども含まれる。 

 

【た行】 

ダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシン類類類類    

ポリ塩化ジベンゾパラダイオキシンとポリ塩化ジベンゾフランの総称であり、ごみの焼却等に

より非意図的に発生する猛毒物質のこと。 

    

地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化    

19 世紀以降、化石燃料を大量に消費し、大気中の二酸化炭素などの人為的な温室効果ガス排

出量が増加したため、地球の平均気温が上昇する現象のこと。地球温暖化による海面上昇や、気

候変動に伴って生じる災害や食糧不足が危惧されている。 

    

低公害車低公害車低公害車低公害車    

従来のガソリン車やディーゼル車に比べて、窒素酸化物、二酸化炭素といった大気汚染物質の

排出や騒音の発生が少ない自動車のこと。電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハ

イブリッド自動車があげられる。 

 

天然天然天然天然ガスガスガスガス    

油田地帯、ガス田地帯から産出するメタンを主成分とする無色透明の高カロリーの可燃性のガ

スで、古代の動植物が土中に堆積して生成されたものと、一般的に言われている。二酸化炭素や

窒素酸化物の排出量も石油、石炭などのその他の化石燃料に比べて 30～40％程度少ない。 

    

天然記念物天然記念物天然記念物天然記念物    

動植物や地質鉱物で学術上価値の高いもののうち、国、県、市などが指定したものをいう。本

市では椎尾山薬王院の境内全域のスダジイを主体とした樹叢（ジュソウ）が指定されている。 

 

【な行】 

二酸化硫黄二酸化硫黄二酸化硫黄二酸化硫黄    

 石炭や石油などの化石燃料の燃焼、硫酸の製造、金属の精錬などの事業活動や、ディーゼル自

動車の排気ガスなどから発生する。二酸化硫黄は直接、あるいは粉じんに吸着するなどして人体

に入り、呼吸器系に影響を与えたり、動植物や建物等にも被害を及ぼすこともある。 

    

二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素    

気体は炭酸ガスとも呼ばれている。-79℃で個体となる。水に溶けると炭酸となり、弱酸性を示

す。炭素を含む物質の燃焼、動植物の呼吸や微生物による有機物の分解、火山活動などにより発

生する。植物の光合成により酸素に分解される。 

 大気中にはおよそ 0.037％含まれるが、産業革命以前はおよそ 0.028％であった。二酸化炭素

の増加が地球温暖化の最大の原因と推定される。 

    



二酸化窒素二酸化窒素二酸化窒素二酸化窒素    

 石油、ガス等の燃料の燃焼に伴って発生し、工場、自動車などが主な発生源である。人の呼吸

器に影響を与えるだけでなく、光化学反応により光科学オキシダントを生成する原因物質の一つ

となる。 

 

農業集落排水施設農業集落排水施設農業集落排水施設農業集落排水施設    

 農業用用排水や河川などの水質保全と農村生活環境の保全のため、農村集落におけるし尿、生

活雑排水などの汚水を処理する施設。 

 

野焼野焼野焼野焼きききき    

廃棄物を処理することを目的として、処理基準を満たしている焼却施設を用いずに廃棄物を焼

却することを言う。ドラム缶や旧式の焼却炉などでの焼却も含まれる。ただし、公益若しくは社

会の慣習上止むを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が、軽微である廃棄

物の焼却は該当しない。野焼きに当たらない焼却の例として、風俗習慣上又は宗教上の行事とし

て行うもの、農業、林業等を営む上で止むを得ないもの（籾殻、稲わら、剪定枝など、ただし農

業用ビニール等は焼却できない）、焚き火、キャンプファイヤー等の軽微なもの土手等の雑草の

焼却、薪ストーブや薪風呂など、廃棄物処理が目的でないものがあげられる。 

 

【は行】 

バイオディーゼルバイオディーゼルバイオディーゼルバイオディーゼル（ＢＤＦ）（ＢＤＦ）（ＢＤＦ）（ＢＤＦ）    

 菜種油・ひまわり油などの生物由来の油や、廃食用油（てんぷら油など）から作られる軽油代

替え燃料（ディーゼルエンジン用燃料）の総称。植物由来の燃料であるため、燃焼によって排出

されるＣＯ２は、植物がもともと生長のために取り込んだ分であることから、大気中のＣＯ２総

量が増えない（カーボンニュートラル）。バイオディーゼルは、従来の軽油に混ぜてディーゼル

エンジン用燃料として使用できるため、ＣＯ２削減の手段として注目をされている。また従来の

軽油と比較して、硫黄酸化物（ＳＯｘ）がほとんど出ないという利点もある。 

 

バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス    

 バイオ（生物、生物資源）とマス（量）からなる言葉で再生可能な、生物由来の有機性資源で

化石資源を除いたもの。エネルギーになるバイオマスの種類としては、木材、海草、生ゴミ、紙、

動物の死骸、ふん尿、プランクトンなど。バイオマスを燃やして出る二酸化炭素は生物の光合成

により大気から吸収したものであるため、自然界の循環系の中で二酸化炭素を増加させない。→

カーボンニュートラル。 

    

バイオマスエネルギーバイオマスエネルギーバイオマスエネルギーバイオマスエネルギー    

 間伐材や稲わら、籾殻、家畜の糞、生ごみなど生物体を構成する有機物をエネルギー源として

利用するものである。木屑焚きボイラーやペレットストーブ等による直接燃焼や家畜排せつ物等

を原料としてメタンガスを生成するメタン発酵、食品廃棄物である廃食用油からバイオディーゼ

ル燃料を作り出すエステル化などがある。 

 

    



ハイブリッドカーハイブリッドカーハイブリッドカーハイブリッドカー    

 ガソリンエンジンと電気モーターといった複数の動力源を組み合わせて走行する自動車。それ

ぞれの動力の欠点を補完しながら駆動し、例えば減速時のエネルギーを電池等に蓄積し、加速時

を主にエンジンの補助動力として再利用することで低公害性及びエネルギー利用効率を図って

いる。 

 

ＢＯＤ（ＢＯＤ（ＢＯＤ（ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量生物化学的酸素要求量生物化学的酸素要求量生物化学的酸素要求量））））    

Biochemical Oxygen Demand の略。河川などの水の汚れ度合いを示す数値で、水中の有機物な

どの汚染源となる物質を微生物のよって無機化あるいはガス化するときに消費される酸素量を

㎎/L で表したもの。数値が高いほど、水中の有機汚染物質の量が多い。 

 

ｐｐｍｐｐｍｐｐｍｐｐｍ    

 Parts per million の略。ｐｐｍは、ごく微量の物質の濃度や含有率を表すのに使われ、パー

セント（％）が百分の 1の割合を指すのに対し、ｐｐｍは 100 万分の 1を意味する。例えば、空

気中１ｍ３中に 1 ㎝３の物質が含まれているような場合、あるいは水 1 ㎏中に 1 ㎎の物質が溶解

している場合、この物質の濃度を 1ｐｐｍという。 

    

ビオトープビオトープビオトープビオトープ    

 生物を意味するＢｉｏと場所を意味するＴｏｐｅと合成したドイツ語で、特定の生物群集が生

存できるような、特定の環境条件を備えた均質な、ある限られた地域のこと。単に植物がある「緑」

とは異なり、あくまでも特定の植物が生息していくことができるような生態的にみても良好な環

境の空間と捉えることが特徴である。 

 

ヒートポンプシステムヒートポンプシステムヒートポンプシステムヒートポンプシステム    

 低い温度の熱源から冷媒（熱を運ぶための媒体）を介して熱を吸収することによって高い温度

にする機器で、暖房・給湯等に使用されている。これは、ちょうど水を低い所から高い所に押し

上げるポンプのような原理で熱を移動させるところから、この名前で呼ばれている。また、冷媒

の流れを逆にすることで冷房等にも使用されている。化石燃料の燃焼で熱エネルギーを取り出す

こととは異なり、熱の移動によって自然エネルギー（未利用エネルギー）から熱エネルギーを取

り出す原理であることから、二酸化炭素排出削減に大きく貢献する環境に優しいシステムと言わ

れている。 

 

風致地区風致地区風致地区風致地区    

 良好な都市環境を形成している土地について、その風致（丘陵、樹林、水辺地等の自然が豊か

な土地、郷土的意識のある土地、緑豊かな住宅を含む良好な自然的環境のこと）を維持し、都市

環境を保全するために定められた地区をいう。 

 

浮遊粒子状物質浮遊粒子状物質浮遊粒子状物質浮遊粒子状物質    

 大気中に気体のように長期間浮遊しているばいじん、粉じん等の微粒子のうち、粒径が 10 ミ

クロン（1㎝の 1000 分の 1）以下のものをいう。 

    

保安林保安林保安林保安林    

 木材の生産という経済的機能よりも、災害の防止、他産業の保護その他の公共の福祉の増進を



目的として、森林法により一定の制限、義務が課せられた森林。保安林においては、立木竹の伐

採等の一定の行為を行う際には、都道府県知事の許可が必要となる。 

 

【ま行】 

マイバックマイバックマイバックマイバック運動運動運動運動    

 買い物の際に、レジ袋を使わず、消費者が持参した袋・バックを使用しようという運動。一人

ひとりが実行できる、もっと身近な環境保護活動の一つ。 

 

マニフェストマニフェストマニフェストマニフェスト    

 事業者が発生させた産業廃棄物の運搬や処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合に、廃棄物

の種類や数量等を明記した管理票のこと。この管理票とともに廃棄物の処理と報告を行うことを

義務付けた制度のことをマニフェストシステムという。 

廃棄物処理工程が記録されることにより、不適正処理や不法投棄を防ぐことを目的としている。 

 

【や行】 

有機有機有機有機塩素系化合塩素系化合塩素系化合塩素系化合物物物物    

 有機塩素系化合物は、一般に炭素と塩素が直接結合した有機化合物のことをいい、一般的には

生物分解が困難であり、水にあまり溶けず、油に溶けやすいため、動植物の体内に蓄積されやす

いことが知られている。主に金属・機械部品などの脱脂洗浄剤やドライクリーニング用の洗剤と

して使用されているトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタンなど

がある。 

 

【ら行】 

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル    

再循環を指し、製品化された物を再資源化し、新たな製品の原料として利用すること。循環型

社会形成推進基本法では、リサイクルをリディユース（抑制）、リユース（再使用）の次にくる

ものとして位置づけられている。これは「大量消費⇒大量リサイクル」のシステムでは、循環社

会の目的に合致しないからである。 

 

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル型型型型エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー    

 従来捨てられていたエネルギーを回収して利用するエネルギーのことをいう。廃棄物または廃

棄物燃料等を燃焼させ、その焼却熱を直接利用したり、ボイラーで蒸気を作って発電することや

河川水、下水等と大気の温度差をヒートポンプ等で取り出して、熱エネルギーとして活用するな

どが例としてあげられる。 

    

リターナルびんリターナルびんリターナルびんリターナルびん    

 洗って繰り返し使用できるびんのこと。一升びんやビールびんが代表的である。最近では減少

の傾向にあり、一回限りの使用を予定してつくられるワンウェイびんの生産が増加している。 
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